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参考資料６

部活動外部人材の職務等の比較表
部活動指導員 特別外部指導者 外部指導者

対象
部活動

運動部活動 ● ● ●

文化部活動 ● ● ●

部活動の設立
顧問教諭がいなくても設立可能 ●

顧問教諭が必要 ● ●

指導内容
業務内容

技術的な指導 ● ● ●

顧問教諭不在時の部活動指導 ● ●

顧問教諭と同様の職務
（部活動の運営管理）

●

練習試合 顧問教諭不在時の練習試合引率 ● ●（市内に限る）

大会引率

中体連・中文連大会以外の大会引率
（ただし、大会要項に基づき判断）

●
●

（市内に限る）

中体連大会の監督・引率 ●（全国まで可能）

身分
札幌市の会計年度任用職員 ●
ボランティア ●（有償） ●

謝礼
報酬

通勤手当

教育委員会規定による報酬
（時給制、任用初年度は1,473円）

●（通勤手当別途支出）

教育委員会規定による謝金
(土日及び祝日 １回 3,600円)

●

保険
災害補償

公務災害補償適用 ●

教育委員会による傷害保険の対応 ● ●

任免権

教育委員会 ●

学校長の申請後、教育委員会が登録 ●

学校長 ●

配置校の決定
教育委員会

●
（学校からの配置要請を受け配置）

●
（学校からの申請を受け登録）

校長 ●

任用要件

①教員免許状を有する②指導者資格を有する③部活
動の指導経験を有する のいずれか

●

①教員経験者②2年以上の外部指導者経験③指導者
資格を有する のいずれか

●

研修会 市教委による指導者研修会参加義務 ● ●
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会計年度任用職員（部活動指導員）設置要綱 

 

設置：令和２年３月 19 日 

最近改正：令和５年３月２日 

（目的） 

第１条 この要綱は、別に定めるものを除くほか、札幌市教育委員会会計年度任用職員

の任用に関する要綱第２条の規定等に基づき、会計年度任用職員である部活動指導員

の身分取扱等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（身分取扱等） 

第２条 部活動指導員の身分取扱等については、別表に定めるとおりとする。 

（補則） 

第３条 この要綱に定めるもののほか、部活動指導員の身分取扱等に関し必要な事項は、

所管する部長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

別表 

職名（職種） 会計年度任用職員（部活動指導員） 

勤務課所 各中学校、義務教育学校（後期課程）及び中等教育学校（前期課程） 

職務内容 １ 実技指導 

２ 学校外での活動（大会・練習試合等）の引率 

３ 用具・施設の点検・管理 

４ 部活動の管理運営（会計管理等） 

５ 保護者等への連絡 

６ 年間・月間指導計画の作成 

７ 生徒指導に係る対応 

８ 事故が発生した場合の現場対応 

資格要件 以下のいずれかに該当する者 

１ 教員免許状を有する者 

２ 日本スポーツ協会又は各競技団体や関係団体等が認定する指導者

資格を所有している者 

３ 学校で部活動の指導経験を有する者 

勤務時間 １ 勤務回数 

４週間当たり 20 日を超えない範囲内で所属長が定める。 

２ 勤務時間 

４週間を通じて１週間当たり 15 時間を超えない範囲内で所属長が

定めることとし、１日当たりの割振りは８時 00 分から 19 時 00 分ま
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での間において３時間を超えない範囲内で所属長が定める。 

３ 休憩時間 

なし 

週休日 ４週間当たり８日以上の割合で所属長が定める日 

給与 １ 支給区分 

時間額 

２ 給 料 表 

専門職給料表 

定数 75 人 

その他 札幌市会計年度任用職員の任用に関する要綱第６条第２項ただし書き

の規定に基づき、任用限度の対象外とする。 
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部活動特別外部指導者活用事業実施要項 

札幌市教育委員会 

 

平成28年４月１日 制  定 

平成30年３月13日 一部改正 

平成30年12月21日 一部改正 

令和４年３月１日 一部改正 

 

 

１ 目的 

  部活動における顧問教諭不在時の部活動指導や市内での大会、練習試合等への生徒引率を行う

ことができる「部活動特別外部指導者」（以下「特別外部指導者」という。）を配置し、中学校に

おける部活動の充実を図る。 

 

２ 活動内容 

  特別外部指導者は、当該校の校長の管理・監督のもと、当該校の校長が依頼した範囲内で部活

動の指導等について次のことができる。ただし、複数校の部活動を指導することはできない。 

 （１）顧問教諭不在時の部活動指導 

 （２）中体連・中文連主催大会等の際に顧問教諭と共に行う生徒引率 

 （３）顧問教諭不在時、もしくは顧問教諭と共に行う競技団体及び関係団体主催大会、練習試合

等への生徒引率。ただし、顧問教諭が不在時の生徒引率は、大会要項の規定において、顧

問教諭以外の生徒引率が認められているものとし、かつ、市内に限る。 

 

３ 身分及び謝金 

  特別外部指導者は有償ボランティアとし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和

23 年法律第 178 号）に規定する休日（以下「土日、休日」という。）に「２ 活動内容（１）～

（３）」のいずれかの活動を行った場合において謝金を支給する。 

なお、長期休業中、開校記念日等を含め、土日、休日以外の日（以下「平日」という。）は謝金

の対象日とはならない。ただし、平日が学校行事等の振替休業日となる場合は、謝金支払いの対

象日となる。 

謝金は、１回の活動について3,600円を札幌市から支給する。 

 

４ 登 録 

  教育委員会は、希望する校長の推薦により、次の要件を満たしているものを特別外部指導者と

して登録する。（原則的に自校の外部指導者を特別外部指導者として登録する） 

 （１）心身共に健康で、中学校教育や部活動の意義を理解し、顧問教諭との連携を図りながら、
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誠実に指導が遂行できる者。 

 （２）教員経験者もしくは２年以上の外部指導者としての経験（他校での経験でも構わない）が

あり、当該部活動の実技指導に関して優れた専門的知識を有し、安全な指導ができる者。

または、日本体育協会公認スポーツ指導者の資格又は各競技団体や関係団体等が認定する

指導者資格を有するもの（スポーツリーダー、指導員、上級指導員、コーチ、上級コーチ、

教師、上級教師）。いずれも20歳以上の者とする。 

 

５ 災害補償 

  指導の際における特別外部指導者本人の傷害等の補償については、札幌市で加入する傷害保険

により対応するものとする。 

 

６ 生徒への事故の対応について 

  特別外部指導者の適切な指導の下に行われる活動中に生徒に負傷等の事故が発生した際は、教

員が指導していた際と同様に、「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」に申

請をすることができる。 

 

７ 配慮事項 

  校長は、特別外部指導者に対して、次の事項に関する配慮をすること。 

 （１）教職員と特別外部指導者との協力体制を構築すること。特別外部指導者だけに運営、指導

を全て任せることがないようにすること。 

 （２）特別外部指導者は、活動報告書（活動時間、活動内容、怪我等の状況など）を作成し、顧

問教諭に提出する。管理職は、月毎に本書を札幌市教育委員会へ提出し、コピーを保管す

る。また、学校は、年度末事業報告書を作成し、札幌市教育委員会に提出するものとする。 

（３）生徒の校内外における日常生活の様子等については、部活動の指導に生かすために、可能

な限り情報を共有するよう配慮する。知り得た秘密を漏らさないよう指導すること。 

（４）顧問教諭不在時に活動する際の、校舎使用（体育館・グラウンド等）に伴う鍵の受け渡し

は、平日は顧問教諭もしくは教頭、土日、休日は日直代行員と行うこと。 

 

８ その他 

（１）特別外部指導者は、札幌市教育委員会が開催する部活動指導者研修会に参加することとす

る。 

（２）競技・種目経験のない顧問や土日、休日に指導ができない顧問が運営している部活動に優

先して配置する。同一種目の男女部活動を１名の顧問教諭が指導する場合は、顧問教諭の

負担が大きいので配置の対象とする。 

（３）特別外部指導者に体罰等の服務上の問題や不適切な指導があったときは、登録を取り消す

場合がある。 
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（４）この要項に定めのない事項については、必要に応じて児童生徒担当部長が定めるものとす

る。 

 

   附 則  この要項は、平成２９年４月１日から実施する。 

   附 則  この要項は、平成３０年２月１日から実施する。なお、改正後の８(1)の規定は、

平成３０年１月１日以後に従事した指導に係る謝金について適用し、平成２９

年１２月３１日以前に従事した指導に係る謝金については、従前の例による。 

   附 則  この要項は、平成３０年４月１日から実施する。 

   附 則  この要項は、平成３０年12月21日から実施する。 

   附 則  この要項は、令和４年４月１日から実施する。 
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